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1. はじめに 

 近年，地理空間情報の種類やデータ量の増大及び，

インターネット，ソフトウェア等の環境整備に伴い，

GIS の利用者や活用分野が増大している．2011 年 3

月に発生した東日本大震災においても，官・民・学・

個人の様々な主体が被災状況把握や応急復旧に

GIS を活用しており，GIS が身近なツールとして普

及していることが再認識される契機となった． 

地方公共団体（以降，自治体）の行政業務におい

ても，GIS の活用が進んでいる．総務省（2010）の

調査結果によると，2010 年 4 月時点で，市町村全

1,727団体のうち個別GISを導入済みの団体が 1,182

団体（68%），統合型 GIS は 579 団体（34%）とな

っており，多くの自治体に導入されている．一方で，

その導入先は，道路・上下水道・固定資産等の資産

管理分野であり，限定的な分野に留まっている． 

GIS の活用分野が広がらない要因として，青木

（2008）は，業務への GIS ニーズがあるにも関わら

ず，GIS の機能が行政職員に十分理解されていない

ことを指摘している．また，浦安市（2010）の調査

結果によると，事務事業評価対象 709 事業のうち，

64%について地図化の適合性があるとされており，

自治体の行う業務の多くに GIS の潜在的なニーズ

があることが明らかとなっている．従って，GIS 事

業者が自治体のニーズと GIS の機能とを対応付け

たコンサルティングができていないことが活用を

阻む要因の 1 つと考えられる． 

本稿では，GIS が活用されていない自治体，部門，

業務へのGIS活用促進を目的として，GIS利用者（自

治体）のニーズと GIS の機能を対応づけた GIS 活用

の視点を導出する．さらにその視点の有効性を，自

治体の安心安全まちづくりの一環として，住民参加

ワークショップで GIS を活用した事例を通して実

証する．最後に，課題と今後の方向性を考察する． 
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2. 利用者ニーズと GIS の機能を対応づける GIS 活

用の視点の導出 

2.1 利用者ニーズ 

2000 年 4 月の地方分権一括法施行以降，総務省

主導のもと地域主権改革が推進されている．自治体

では，行政運営の透明性の向上，地域住民への説明

責任，政策形成過程への積極的な市民参加に取り組

んでいる（東京都市長会，2005）． 

総務省（2010）は，「地方自治法抜本改正に向け

ての基本的な考え方」において，「住民に身近な行

政は，地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担う

ようにする」「地域住民が自らの判断と責任におい

て地域の諸課題に取り組むことができるようにす

る」の 2 点を掲げている．これらの実現には，自助・

共助・公助の仕組みが重要であり，そのためには行

政と住民の課題の共有，情報交換が必要である． 

また，2001 年に行政機関が行う政策の評価に関

する法律が施行され，行政事業に関する説明責任が

増大した（大場，2008）．事実，総務省調査（2010）

によると，2010 年 10 月 1 日現在，自治体の 977 団

体（54.4％）が行政評価を導入している．行政評価

は，定量的な指標に基づき実施され，その評価結果

を施策の立案や改善に生かすことが必要である． 

以上より，本稿では以下の 3 つを利用者ニーズと

して設定した． 

①住民と行政の情報共有・交流 

②行政評価の定量的な指標設定 

③行政評価結果の次の事業への反映 

2.2 GISの機能 

マギーら（1998）は，GIS についての見方（見地）

を「地図的見地：地図の加工・表示」，「データベー

ス的見地：データベース管理」，「空間分析的見地：

分析・モデリング」の 3 つに分類した．これらを，

GIS 事業者は，「可視化」「管理」「分析」という GIS

の機能に対応付けている．そこで本稿では，GIS の

機能として以下の 3 つを設定した． 

A) 可視化 

B) 管理 

C) 分析 

2.3 GIS活用の視点の導出 

利用者ニーズ(2.1)とGISの機能(2.2)とを対応づけ，

両者に共通する視点を導出した（図- 1）． 

図- 1 GIS 活用の視点 

それぞれの視点の考え方は以下のとおりである． 

(1)「人」をつなぐ 

GIS を使って，情報を可視化することにより，事

象や課題を理解し，共通の認識を得て合意形成する

ための場が提供される．その結果，住民と行政の間

での情報共有・交流が可能になり，状況認識の統一，

目的の共有が行われ，人と人の連携，協働が可能に

なる． 

（２）「時間」をつなぐ 

GIS を使って，情報を蓄積・管理することで，事

象の時系列変化を定量的に把握することができる．

これを評価指標とすることで，定量的な政策評価の

実施，効率的な行政の推進を行うことができる．よ

って，GIS により過去と現在を比較し，将来の予測

ができる． 

（３）「プロセス」をつなぐ 

GIS を使って，情報を分析することで，現状の課
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題を定量的に把握することができる．それにより，

改善のための対策や意思決定のための判断材料が

提供され，次のプロセスで何をすべきかが明らかと

なる． 

 

3. 実証事例 

2.3 で提案した視点を，東京都豊島区における安

心・安全まちづくり支援事業（セーフコミュニティ

認証取得事業）で検証した． 

豊島区は，交通事故や犯罪の減少を目指し，行政

と地域住民が協働した取り組みを進めており，当事

業では，取り組み課題の中から自転車事故減少の取

り組み支援を行った．事業を進めるにあたって，分野

横断的な連携，科学的な視点に基づく取り組みの確

認・改善の実施，取り組みの継続を重視しており，

それらを実現するツールとして，GIS を採用してい

る．当事業では，住民参加型ワークショップにGIS を

活用した．以下で活用方法と結果を述べる． 

3.1 「人」をつなぐ 

ワークショップでは，実際に事故の起こっている

範囲と地域住民の事故に対する認識を重ね合わせ，

その違いにより危機管理レベルを設定し，ハザード

マップの色分けをする手法（原岡，2005）を採用し

た．それにより，地域の交通事故データと住民の認

識の可視化，住民と行政間の情報共有を図った．以

下，取り組みの手順を示す． 

1. 【地域住民の認識の可視化】住民が住宅周辺の地図で

危険だと思う場所に直接情報を書き込むことで，住民の

事故に対する認識を可視化した（図- 2）． 

2. 【気づきの共有】1で作成した地図の上に，直近1年間の

事故発生状況（交通機関・位置）を印刷した透明なシート

を重ね，実際事故が起こっている場所と住民の認識との

ずれ（住民が本当に注意すべき場所）を住民と行政の間

で確認した． 

3. 【住民の認識と実際の事故の差分の可視化】2 で明らか

になった住民の認識のずれを GIS で色分け表現した

（図- 3）．その結果を見て気づいたことについて，行政

と住民の間で意見を交換した． 

その結果，住民が危険だと認識していない場所で事

故が多発している現状や，住民が危険だと認識してい

る場所で実際は事故が少ないことが明らかとなった．

GIS を活用することにより，住民と行政が情報を共有

し，状況認識と課題認識を統一することができた． 

 

図- 2 ワークショップ参加者が作成したマップ 

図- 3 住民の認識と実際の事故の差分の可視化  

3.2 「時間」をつなぐ 

3.1 の取り組みを受け，事故減少施策の一環とし

て，住民が事故に注意すべき地点を色分け表現（図- 

3）した「交通安全気づきマップ」（図- 4）を作成し

た．気づきマップは小学校などへの配布を行い，住

民に対して事故への注意喚起を行った． 

GIS を活用し，継続的にデータを蓄積・管理する

ことで，事故発生地点や件数等の推移を把握するこ

とができる．これらは施策の定量的評価指標となり，

効果的な取り組み検討に GIS が有効であることが

認識された．次年度以降も継続して交通安全気づき

マップが作成される予定である． 

事故の起こっている場所 危険だと思う場所

＜赤（要注意地点）＞
「危ないと思わない
場所で事故が起こっ
ている」

＜黄＞
「危ないと思っており，
かつ事故が起こって
いる」

＜青＞
「危ないと思った場所
で事故が起こってい
ない」



 
図- 4 交通安全気づきマップ 

3.3 「プロセス」をつなぐ 

自転車事故減少に向けた交通安全施策の一連の

サイクル（計画，実施，評価，改善）のうち，昨年

度は，計画プロセスについて重点的に取り組んだ．

具体的には，ワークショップを通じて，交通事故減

少に向けて，地域が見守る場所を選定した．本稿で

は，場所の選定にあたっての一連のプロセス（PDC

A）における GIS の有効性を検証した．その内容は

以下のとおりである． 

1. Plan：現状の把握のため，事故発生地点のデータを作成

した． 

2. Do：1 で明らかになった現状に対する住民の認識を明ら

かにするため，住民が危険だと思う場所を可視化した． 

3. Check：現状と住民の認識に開きがあった場所で事故が

起こる原因を調べるため，住民が現地をビデオカメラで

撮影し，その映像を見て，課題について議論した． 

4. Action：課題をもとに，次年度以降実施予定としている． 

実施の結果，地域の課題が明らかになった．今後，

Action（対策）を実施するが，その結果を，GIS に

より分析・可視化することで，GIS の有効性を検証

できる．今後，施策の実施にあたっては，ワークシ

ョップでの検討成果を活用する予定である． 

 

4 まとめ 

本稿では，自治体のニーズと GIS の機能とを対応

付ける視点を提案し，事例を通してその有効性を検

証した．なお，視点の有効性を定量的に評価するた

め，ワークショップに参加した地域住民に対して，

意識調査アンケートを実施する予定である． 

今後は，この視点を活用して事例を積み重ね，安

心・安全まちづくりをはじめとする，自治体内でのGIS

利用分野の拡大を図りたいと考えている． 

また，今後の課題として，継続的なGIS の活用促進

と，その活用効果を高めるために，住民からの情報提

供を促す仕組みの検討，GIS を使った情報共有手法

の定着のための運用方法の検討，GIS を使うことの

できる人材の育成等が挙げられる． 
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